館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助
金交付要綱
　（趣旨）
第1条 この要綱は，市内での起業，新たなビジネス創出，市外企業の
進出による雇用の創出，関係人口の拡大及び地域経済の活性化を図るため，クラウドファンディング型ふるさと納税を活用したクラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金（以下「補助金」という。）について，総務省通知（平成２９年１０月２７日付け総行政第２３８号・総税市第８７号）及び館山市補助金等交付規則（平成１９年規則第３１号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第2条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ
当該各号に定めるところによる。
(1) 企業　営利な目的をもって事業を営む者をいう。
(2) 事業所　企業又は個人がその事業の用に直接供する施設をいう。
(3) 新設　市内に事業所を有しない企業が市内に新たに事業所を設置することをいう。
(4) 中小企業者　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。
(5) 企業誘致　企業の本社，支社又は工場を市内に新設することをいう。
(6) 起業　新たな事業の開始であって，次のいずれかに該当する者をいう。
ア  事業を営んでいない個人が所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２２９条に規定する開業の届出により行う者
イ　事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して行う者
ウ　個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ行う者
エ　法人が現在の事業を全部又は一部を継続して実施しつつ行う者
　(7) 起業の日　事業を営まない個人が行う場合にあっては開業の日，法人を設立して行う場合にあっては法人設立の日又は事業を営む個人若しくは法人が行う場合にあっては新たな事業の開始の日をいう。
　(8) 補助事業　補助金の交付の対象となる事業をいう。
(9) クラウドファンディング型ふるさと納税　本市がインターネット等で補助事業の資金を集めるふるさと納税をいう。
　（補助金交付対象者）
第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は，第１号に掲げる要件を満たし，かつ，第２号又は第３号のいずれかに該当する者とする。
[bookmark: _Hlk220424901]　(1) 次に掲げる要件を全て満たす者であること。
[bookmark: _Hlk221115677]　　ア　第９条の規定によりクラウドファンディング型ふるさと納税による補助事業に係る資金の募集の結果，資金募集目標額（クラウドファンディング型ふるさと納税による補助事業に係る資金の募集の目標額をいう。以下同じ。）に達しなくても補助事業を実施する者
イ　本市の産業振興，地域課題解決等に寄与する事業を行う者
　　ウ　市税等を滞納していない者
　　エ　館山市暴力団排除条例（平成２４年条例第３号）第２条第３号
に規定する暴力団員等でない者
　　オ　関係法令を遵守している者
　　カ　その他市長が不適当であると認めない者
　(2) 企業誘致に係る交付対象者　市内に新たに事業所を設置し，事業活動を行う法人であって，次に掲げる要件を満たす者をいう。
　　ア　市外に本社又は主たる事業所を有する者
　　イ　市内に新たに事業所を設置する者
[bookmark: _Hlk223539653]　　ウ　市内で継続的な事業活動を行う意思を有する者
　(3) 起業に係る交付対象者　本市の区域内において，市長が別に定める日までに起業を予定している者又は補助事業の認定の申請時に起業の日から１２か月を経過していない者であって，次に掲げる要件を満たす者をいう。
　　ア　次のいずれかに該当する者であること。
　(ア) 市内に居住し，本市の住民基本台帳（住民基本台帳法　（昭和４２年法律第８１号）に規定する住民基本台帳をいう。）に記録されている者
　　　　(イ) 市内に本店を有し，かつ，その代表者が(ア)に該当する法人
(ウ) 市内に主たる事業所として事業活動を行う者
　　イ　市内に事業所を設置し，又は設置しようとしている者
[bookmark: _Hlk220672678]　　ウ　許認可等を必要とする起業にあっては，既に当該許認可等を受けている者
　　エ　起業した後において，中小企業者（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業，同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第１３項に規定する接客業務受託営業を行う者を除く。）となる者
２　交付対象者は，補助事業について，あらかじめ市長の認定を受けなければならない。
３　第１項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる者は補助金の交付対象とはしない。
(1) 他の者が行っていた事業を承継して行い，又は行おうとする者
(2) 仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗で事業を行い，又は行おうとする者
(3) フランチャイズ契約を締結し，実施する者
(4) 館山市企業立地及び雇用の促進に関する条例（平成２５年条例第２５号）に基づく奨励金の交付を受け，又は受けようとする者
（5）補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）の４分
の１以上を負担できない者
(6) その他市長が適当でないと認める者
（補助事業等）
第４条　補助事業並びにその補助対象経費，資金募集目標額及び補助額は，別表に定めるとおりとする。ただし，国，県，本市その他の団体から企業誘致又は起業に関連する補助（以下「他の補助」という。）を受ける場合には，他の補助の対象経費を除くものとする。
２　補助事業の認定の申請時に起業の日から１２か月を経過していない者が補助金を申請する場合において，補助対象経費については，第６条に規定する補助事業の認定後に支出する経費とする。
（補助事業の認定及び交付申請）
第５条　補助事業の認定及び補助金の交付を受けようとする者（以下「認定・交付申請者」という。）は，市長が別に定める日までに，館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援事業補助金認定及び交付申請書（別記第１号様式）に，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に掲げる書類を添えて，市長に提出するものとする。
　(1) 認定・交付申請者全員が提出する書類
　　ア　市税等の完納証明書（別記第２号様式）
　　イ　営業許可証の写し（許認可を必要とする業種の場合に限る。）
　　ウ　事業計画書（別記第３号様式）
　　エ　補助対象経費に係る見積書及び契約書の写し又はこれらに類するもの
　　オ　その他市長が必要と認める書類
　(2) 市内で新たに事業所を開設する者のみ提出が必要な書類
　　ア　法人の登記事項証明書の写し又は定款
　　イ　従業員の雇用計画を記載した書類
　　ウ　事業所の設置場所がわかるもの
　(3) 市内で起業する者のみ提出が必要な書類
　　ア　認定・交付申請者（法人の場合は，代表者とする。）の住民票の写し（本籍及び筆頭者の記載については，省略することができる。）
　　イ　登記事項証明書の写し（法人で既に登記を済ませている場合に限る。）
　　ウ　個人事業の開廃業等届出書（個人事業者で既に開業している場合に限る。）
　（補助事業の認定及び交付決定）
第６条　市長は，前条の申請書の提出があったときは，館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金事業審査委員会（以下「審査会」という。）を開催し，その結果に基づき，補助事業の認定及び補助金の交付の可否を決定するものとする。この場合において，市長は，補助事業の認定について必要な条件を付すことができる。
２　市長は，前項の規定による決定を行ったときは，館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金認定（不認定）及び交付（不交付）決定通知書（別記第４号様式）により，認定・交付申請者に通知するものとする。
３　審査会の組織及び運営について必要な事項は，市長が別に定める。
　（変更等の申請）
第７条　前条第２項の規定により補助事業の認定及び交付決定を受けた者は，申請した内容を変更（市長が認める軽微な変更を除く。）し，又は補助事業を中止し，若しくは廃止しようとするときは，館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金変更（中止・廃止）承認及び交付申請書（別記第５号様式）を市長に提出するものとする。この場合において，内容を変更しようとするときは，第５条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付するものとする。
　（変更等の承認及び交付の決定）
第８条　市長は，前条の申請書の提出があったときは，その内容を審査し，変更等の承認及び交付の可否を決定するものとする。
２　市長は，前項の規定による決定を行ったときは，館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金変更（中止・廃止）承認（不承認）及び交付（不交付）決定通知書（別記第６号様式）により変更等の承認及び交付の申請をした者に通知するものとする。
　（資金の募集）
第９条　市長は，クラウドファンディング型ふるさと納税により，認定及び交付決定した補助事業の資金を募集するものとする。この場合において，資金募集の期間は，市長が別に定める日までとする。
　（実績報告）
第１０条　第６条第２項の規定による補助金の交付の決定を受けた者は，補助事業が完了した日から起算して３０日を経過する日までに館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金実績報告書（別記第７号様式。以下「実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添付して，市長に提出するものとする。
　(1) 事業に係る経費の支払を証明する書類
　(2) 設備及び備品の整備が完了した後の事業所の状況がわかる写真
２　前項の規定により実績報告書の提出の期限となる日が休日等に当たるときは，その日後においてその日に最も近い休日等ではない日を期限とする。
　（額の確定）
第１１条　市長は，実績報告書の提出を受けたときは，その内容を審査し，当該実績報告書に係る補助金の額を確定するものとする。
２　市長は，前項の規定による補助金の額を確定したときは，館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金確定通知書（別記第８号様式）により実績報告書の提出者に通知するものとする。
　（交付の請求）
第１２条　前条第２項の通知書を受けた者は，速やかに館山市クラウドファンディング型企業誘致・起業支援補助金交付請求書（別記第９号様式）を市長に提出するものとする。
　（補助金の交付）
第１３条　市長は，前条の請求書の提出があったときは，補助金の請求をした者に補助金を交付するものとする。
　（補助事業者の責務）
第１４条　補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は，産業経済団体への積極的な加入に努めるとともに，本市又は産業経済団体が行う産業振興のための事業に積極的に参加し，協力するよう努めるものとする。
２　起業に係る補助事業者は，産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第１２７条の規定により作成された館山市創業支援等事業計画に定める創業支援セミナーを受講するよう努めるものとする。
３　補助事業者は，認定に係るクラウドファンディング型ふるさと納税により資金を提供した者（以下「資金提供者」という。）に対して，自社製品（商品）の試供品送付，事業所見学，事業の経過報告その他の補助事業に継続して関心をもってもらうための取組を行うものとする。
４　補助事業者は，第７条の規定により補助事業を変更し，又は中止若しくは廃止したときには，資金提供者に対し，当該変更等の経緯及び理由並びに補助事業のうち既に実施された部分に係る事業報告をするものとする。
５　補助事業者は，資金提供者との間に紛争が生じたときは，補助事業者の責により解決するものとする。
　（財産の管理及び処分）
第１５条　補助事業者は，補助事業により取得し，又は効用の増加した設備等（以下「補助事業の設備等」という。）について，補助事業が完了した後も適正に管理するとともに，その効率的な運用を図らなければならない。
２　補助事業者は，補助事業の設備等を処分してはならない。ただし，補助事業が完了した日から５年を経過したとき，又は市長が特に認めたときは，この限りでない。
　（補助事業の認定取消し及び補助金の返還等）
第１６条　市長は，補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，補助事業の認定又は補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において，既に交付した補助金があるときは，補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
　(1) 法令又はこの要綱に違反したとき。
　(2) 偽りその他不正の手段により補助事業の認定を受け，又は補助金の交付を受け，若しくは受けようとしたとき。
　(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
　（補則）
第１７条　この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。
　　　附　則
　この告示は，令和８年４月１日から施行する。


別表（第４条第１項）
	補助事業
	次のいずれかに該当する者（個人又は法人）
ア　館山市内で新たに事業所を開設する者
イ　館山市内で起業する（新たな事業を開始する）者

	補助対象経費（資本金，借金の返済に要する経費及び消耗品費を除く。）消費税及び地方消費税の額を除いた経費とする。

	機械装置費（設備・備品購入費）
	補助事業の遂行に必要な機械装置の購入に要する経費（汎用性が高く使用目的が特定されないものを除く。）

	
	広報費
	パンフレット・ポスター・チラシの作成及び広報媒体の活用のために要する経費

	
	ウェブサイト関連費
	販路開拓を行うためのウェブサイト及びＥＣサイトの開発，構築，更新，改修，運用に要する経費

	
	開発費
	新商品の試作品及び包装パッケージの試作開発に伴う原材料，設計，デザイン，製造，改良，加工をするために要する経費（開発・試作した商品をそのまま販売する場合を除く。）

	
	使用料及び賃借料
	補助事業の遂行に直接必要な機器・設備のリース料・レンタル料，事務所・店舗の借上げ料に要する経費（１２月分（当該年度分）を限度とする。）

	
	委託・外注費
	上記に該当しない経費であって，店舗の改修工事その他の補助事業の遂行に必要な業務を第三者に委託するために要する経費（自ら実行することが困難な業務に限る。）

	
	人件費
	新規雇用者の人件費（１２か月分（当該年度分）を限度とする。）

	
	その他
	その他市長が必要と認める経費

	資金募集目標額
	補助対象経費（２００万円から１，０００万円までの額）の２分の１の額（１，０００円未満の端数はこれを切り捨てる。）

	補助額
※資金が集まらなかった場合は０円
	ア　クラウドファンディング型ふるさと納税分
　補助対象経費の２分の１
イ　市単独補助分
　クラウドファンディング調達分の２分の１ 
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